
定額減税／調整給付 対象確認フローチャート

●令和６年度個人市県民税（住民税）の所得割が
課税されている（定額減税がある）

●令和６年１月１日に古賀市に住民登録が
ある（または居住していた）

●合計所得金額が１，８０５万円以下である

●個人市県民税納税通知書に定額減税と
「未控除分」の金額が記載されている

はい

はい

はい

物価高騰緊急支援給付金の
対象確認フローチャートを

ご確認ください

住民登録のあった（居住していた）
市区町村にお問い合わせください

対象外

定額減税の対象です

いいえ

【通知書の記載箇所】
・市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書

令和６年度物価高騰緊急支援給付金
対象確認フローチャート

令和６年６月３日に古賀市に住民登録がある

住民票があった市区町村に
お問い合わせください

いいえ

はい

令和６年度の住民税が課税されている親族等から扶養されている者のみからなる世帯である
例：住民税課税の親の（税法上の）扶養に入っている一人暮らしの子の世帯 など

はい いいえ

市区町村から令和５年度の非課税世帯７万円、
均等割のみ課税世帯10万円の申請書類の

送付を受けた、もしくは給付金を受給した世帯である

世帯の中に、令和６年度住民税所得割が
課税されている（定額減税がある）者がいる

いいえ

対
象
外

はい

はい

いいえ

令和６年度物価高騰緊急支援給付金の対象と見込まれる世帯です

新たに住民税非課税・均等割のみ課税となった世帯で、給付金の対象と思われる
世帯には令和６年７月下旬頃までに申請書類を送付する予定です。
詳細が決まりましたらホームページ等で随時情報提供いたします。

緊急支援給付金に関するお問い合わせ

古賀市緊急支援給付金相談窓口
（サンコスモ古賀３階 古賀市庄２０５番地）

０９２－９４２－１２００
受付時間： ８：３０～１７：００（土、日、祝日を除く）

※詳細が決定するまではお伝えできる情報に限りがありますのでご了承ください。

・市民税・県民税 納税通知書（３頁目）

定額減税×××円は税額控除額に含みます。
定額減税×××円（未控除分〇〇〇円）です。

「所得割額」 「均等割額」 の項目で
課税状況を確認することができます

いいえ

いいえ

「所得割額」 「均等割額」 のどちらも金額が０円

⇒ 個人住民税 非課税

「均等割額」 に金額の記載があり
「所得割額」 の金額が０円 かつ 定額減税についての記載がない

⇒ 個人住民税 均等割のみ課税

上記以外

⇒ 個人住民税 所得割課税

いいえ

定額減税・調整給付の対象です
※8月に調整給付の書類送付予定

はい
定額減税・調整給付に関するお問い合わせ

古賀市市税課市民税係
０９２－９４２－１１２６

受付時間： ８：３０～１７：００
（土、日、祝日を除く）

※詳細が決定するまではお伝えできる情報に限りが
ありますのでご了承ください。

住民税の課税判断


